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公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について（答申）

平成１３年１２月４日付け３高第１３１０号で諮問のあった事案につい

て、次のとおり答申します。



第１ 審査会の結論

本件事案について、実施機関が非公開とした判断は、妥当である。

第２ 異議申立てに至る経過

１ 平成１３年９月１４日、異議申立人から京都府情報公開条例（平成

１３年京都府条例第１号。以下「条例」という ）第４条の規定によ。

り、京都府知事（以下「実施機関」という ）に対し 「介護保険一。 、

次認定ソフトのｓｅｔｕｐの中のＮｉｎｔｅｉ９９」に係る公文書公
開請求書が郵送され、受理した。

２ これに対し、実施機関は、上記請求に対応する公文書として 「認、

定ソフト９９」を特定した。

「認定ソフト９９」とは、介護保険法（平成９年法律第１２３号）

第２７条第８項前段に規定する介護認定審査会による審査及び判定を
支援するため、国から都道府県を通じて市町村に配布されたＣＤ－Ｒ

ＯＭを記録媒体とするソフトウェアである。これは、要介護認定の一

次判定を行う判定機能（以下「判定機能部分」という ）と、通信機。

能に係るプログラム等（以下「通信機能部分」という ）から構成さ。

れており、異議申立人が公開を求める公文書は、そのうち通信機能部

分を除いたものである （以下「本件公文書」という ）。 。

３ 平成１３年９月２８日、本件公文書について非公開決定を行い、同

日、公文書非公開決定通知書を異議申立人に送付した。

４ 平成１３年１１月２０日、異議申立人から、行政不服審査法（昭和

３７年法律第１６０号）第６条第１号の規定により、本件公文書に係
る公文書非公開決定処分（以下「本件処分」という ）の取消しを求。

める異議申立書が郵送され、受理した。

５ 平成１３年１２月４日、実施機関は、条例第１７条の規定により、

京都府情報公開審査会に本件異議申立てに対する決定について諮問し
た。

第３ 本件異議申立ての趣旨

本件異議申立ての趣旨は、本件処分の取消しを求めるというものである。



第４ 異議申立人の主張要旨

異議申立人が異議申立書、意見書及び口頭による意見陳述において述

べている主張を総合すると、おおむね次のとおりである。

本件公文書について、実施機関は、条例の施行日前に取得した文書で

あるので、条例附則第７項第２号の規定により、条例が適用されないと

いうが、これは解釈を間違っている。

当該規定の解釈は、古い文書に条例を適用すると大変なので適用され

ないこととしているのであって、日常的に使用しているものまでも、条
例を適用しないとするのは、原則公開を趣旨とする条例に違反する。

また、他府県においては、本件公文書を国から入手したうえで、公開

しているところもある。他府県において公開できることが、なぜ京都府

でできないのか。

第５ 実施機関の説明要旨

実施機関が理由説明書及び実施機関の職員の口頭説明において述べ

ていることを総合すると、おおむね次のとおりである。

１ 本件公文書について

本件公文書は、介護保険法第２７条第８項前段に規定する介護認

定審査会による審査及び判定を支援するため、国から都道府県を通じ

て市町村に配布されたＣＤ－ＲＯＭを記録媒体とする電磁的記録のう

ち、通信機能部分を除いたものである。

２ 本件公文書の取得日について

介護保険法は、平成１２年４月１日から施行されているが、介護

保険法施行法（平成９年法律第１２４号）第１７条の規定により、

要介護認定の手続は施行日前においても行うことができるとされて
おり、平成１１年１０月１日から、市町村において、認定事務を開

始した。

本件公文書は、厚生省（当時）から各都道府県を通じて、その管内

市町村に配布されたものであり、実施機関においても１部保有してい

るが、市町村が認定事務を開始した平成１１年１０月１日以前に、取

得していたものである。



３ 非公開の理由について

、 。本件公文書は 平成１３年４月１日前に取得した電磁的記録である

したがって、条例附則第７項第２号により、条例が適用される公文

書ではなく、非公開決定を行った。

４ 本件公文書の使用について

本府においては、介護保険法第３８条第２項の規定により、府内３

１町村から、要介護認定の審査判定事務について委託を受け、京都府

介護認定審査会を設置している。
異議申立人は、実施機関が本件公文書を日常的に使用していると主

張するが、本件公文書を使用する要介護認定の一次判定は、各市町村

において実施され、京都府介護認定審査会においては、各市町村が行

った一次判定結果を資料として、要介護認定の審査判定業務を行って

いるものの、この業務においても本件公文書を使用することはなく、

また、今後も本件公文書の使用は見込まれない。

第６ 審査会の判断理由

１ 基本的な考え方

公文書公開についての条例の基本的理念は、その前文においてうた

われているように、個人のプライバシーの保護に最大限の配慮をしつ

つ、公文書の公開を請求する権利を認めるとともに、府の諸活動を府

、 、民に説明する責務を果たすため 積極的に情報を提供することにより

府民の府政に対する理解と信頼を深め、府政のより公正な運営を確保

し、府民参加の開かれた府政の一層の推進を図り、併せて府民福祉の
向上に寄与しようとするものである。

当審査会は、このような基本理念にのっとり、府が保有する公文書

の公開を請求する権利が、不当に侵害されることのないよう、条例を

解釈し、以下に判断するものである。

２ 具体的な判断及びその理由

実施機関は、本件公文書は、条例附則第７項第２号の規定により、

、 、 。条例が適用されないと主張するので これについて検討し 判断する

条例附則第７項は、この条例の適用を受ける公文書について定めた

ものである。



同項第１号は、平成１３年４月１日以後に実施機関（公安委員会及

び警察本部長を除く ）の職員が作成し、又は取得した公文書につい。

て条例を適用すると規定している。

当該規定は、公文書の作成又は取得時期のみで条例の適用を受ける

か否かを判断するものである。

実施機関の説明によると、本件公文書は、平成１１年１０月１日前
に取得したものであるとのことであり、取得時期について、実施機関

と異議申立人との間で、争いはない。

、 、 。したがって 本件公文書は 同項第１号に該当する公文書ではない

次に同項第２号は、平成１３年４月１日前に実施機関（公安委員会
及び警察本部長を除く ）の職員が作成し、又は取得した文書及び図。

画のうち、決裁又は閲覧の手続が終了し、実施機関が管理しているも

、 （ ）ので 改正前の京都府情報公開条例 昭和６３年京都府条例第１６号

が適用されていたものについて条例を適用すると規定している。

本件公文書は「電磁的記録」であるので 「文書及び図画」には該、

（ ）、 。当せず 条例第１条第２項 同項第２号に該当する公文書ではない

、 、 。また 同項第３号に該当する公文書ではないことは 明らかである

よって、同項の規定により、本件公文書は条例が適用されず、本件

処分は妥当である。

なお、異議申立人は、国が地方公共団体に貸与している判定機能部

分を入手すれば、公開できる旨主張するが、条例上は、実施機関が現

に保有していない公文書を新たに取得する義務までは負わないもので

ある。

また、実施機関は、同項第２号に該当しないことのみを理由として
附記しているが、本件処分は結論において妥当であり、これを維持す

べきと判断する。

３ 結 論

以上の理由から 「第１ 審査会の結論」のとおり判断するもので、

ある。


